
「
アリーバ」は　“学校卒業後には

働き
たい
！”

　あなたを応援する
、

新しい放課後等デイサービス事業
所で
す。

●特別支援学校などに通う、中～高等部程度の
障害がある児童で、卒業後に一般及び就労支
援施設での福祉的就労を希望している方
●対象区域は東村山市と送迎可能な近隣市
　（清瀬市、東久留米市、所沢市）

主な対象者

●1日10名までが利用できます。
●週1～5日

利用定員・利用日数

●1日の利用料金は、指定放課後等デイサービス
に係る通所利用負担額をご負担いただきます。
●放課後の利用と学校休校日の利用では負担額
が変わります。
●送迎を行った場合は送迎加算が上乗せになり
ます。
●月額の費用は応能負担となります。
●外出に伴う施設見学
入場料や交通費、昼食
の食堂利用や買い出
しなどは実費をご負
担いただきます。

利用料金

〒189-0002　東京都東村山市青葉町2-39-10
TEL：042-395-1439　FAX：042-395-1451
E-mail：tocoloaoba@tocolo.or.jp

お問い合わせ先

国立療養所
多磨全生園

所沢街道

新青梅街道

空
堀
橋

王将

青葉小学校

久米川駅

新秋津駅

秋津駅

＜西武池袋線＞

＜西武新宿線＞

＜JR武蔵野線＞

バス停
全生園前

至西武池袋線
清瀬駅

バス停
星ヶ丘住宅入口

青色の歩道橋

トーコロ青葉ワークセンター

トーコロあおば就労サポートセンター

東京コロニーの指定放課後等デイサービス

●「アリーバ」arrivaはスペイン語
の副詞で「上へ」という意味です。
頑張る人を応援する気持ちを表
す意味があります。

●西武新宿線久米川駅北口より
　西武バス清瀬行にのり「全生園前」下車５分
●西武池袋線清瀬行南口より
　西武バス久米川行にのり「全生園前」下車５分
●JR武蔵野線新秋津駅より
　西武バス久米川行にのり「星が丘住宅入口」下車２分

トーコロあおば就労サポートセンター「アリーバ」
（トーコロ青葉ワークセンター１階）

トーコロあおば就労サポートセンター「アリーバ」は
トーコロ青葉ワークセンター１階にあります



主な活動内容

トーコロあおば就労サポートセンター「アリーバ」は、就学時
から始める働くことを目指した早期職業準備トレーニング
を特徴とした、放課後等デイサービス事業所です。
一人ひとりの個性と発達状況を把握して、卒業後をイメージ
し、無理のない支援計画を作り、ご家庭や学校、関係機関と連
携した支援を目指します。

4.

個別に相談できます
（卒業後の進路や心配事について何でも相談できます）

●ご家族への相談援助　●学校、児童支援関係機関との連携
●ご家族や学校への進路相談援助　●企業見学などの機
会提供　●活用できる制度やサービスの説明　など

5.

2.

体験を通じて働くことの
理解を広げます
（働くことってどんなことかを体験します）

●作業活動（作業手順や説明を聞く、集中して作業を行う、
活動や成果の責任意識を育てる、作業時間の意識を育て
る、報告・連絡・確認・相談の習慣化、姿勢の保持など）　●
体験を通じた作業適性・障害特性の確認、把握　●協同・連
帯意識を育てる　●職場見学　●職業体験の機会提供　
など

3.社会で必要になる
基本を育てます
（社会人として大事なことを身につけます）

●あいさつができる　●身だ
しなみに気を配る　●整理整
頓ができる　●手洗いなどを
習慣づける　●タイムカード
を打刻する　●時間を守る　
●協調性を養う　●ルールや
規則を学ぶ　など

1.

生活面の自立度を
向上させます
（自分でできる事を増やします）

●自分の気持ちを表現できる
ようにする
●生活力を育てる（清掃、雑
巾絞り、テーブル拭き、ごみ
の分別、昼食などの買い物体
験、配膳、食器洗い　など

就労生活に役立つ
各種の作業プログラムに
参加できます

●パソコン　
●昼食の買い出し　
●盛り付け
●DM作業　など

卒業生の進路情報 就労継続支援Ｂ型、生活介護、就労移行、企業就労、一人ひとりの未来を応援しています!!

●一人ひとりの児童に合わせ、ご家族と一緒に個別
支援計画を作り、支援します。
●希望により、学校と自宅までの送迎をします。
●様々な相談にいつでもお応えします。お気軽にご
相談ください。
●休業日の昼食はご用意ください。（事前の申し込み
があれば、実費で食堂を利用することができます。）

サービスの内容

●原則、月曜日から金曜日の午後2時～6時
（年間スケジュールによります）

●学校の長期休校日、午前11時～午後6時
（年間スケジュールによります）

サービスを行う時間

●まずは電話でご相談ください。担当職員がお話を
お伺いします。
●見学や事前の相談を行ったうえで契約を結び、
サービスの提供を始めます。
●市の障害支援窓口に申請して、サービス受給者証
を取得していただきます。

サービスの利用方法


